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共謀罪とは？ 

 英米法のコンスピラシー（conspiracy）という犯罪類型 

一定の犯罪を行うことを「共謀」することによって成立する罪 

「準備行為」が要件とされる例もある 

 司法取引の制度のある国々で使われている 

 既遂―未遂―予備 と時間的に遡って「実質的な危険」を処罰する 

日本法の考え方に合わない 

 日本法でいかなる名前を付けようが、国際条約との関係で本法案は 

”conspiracy law”  そのもの 



「共謀罪を限定した」はウソ (1) 

 適用対象となる「組織的犯罪集団」が無限定！ 

（テロリズム集団「その他」） 

どのような組織でも、ある時点からそのように認定されうる 

理由：組織的犯罪処罰法についての最高裁判例がそうなっていて、
法案にも限定がないから 

最高裁平成27年9月15日決定（組織的詐欺罪）：ある組織がもとも
とは詐欺罪を実行するための組織でなかったとしても、客観的に
詐欺にあたる行為をすることを目的としてなり立っている組織は
該当し、中に詐欺のことを知らないメンバーがいても関係ない 



「共謀罪を限定した」はウソ (2) 

 適用対象となる犯罪計画の「合意」が無限定！ SNSや目配せが該当
するのはもちろんのこと、全員一度に合意する必要もない 

理由：共謀共同正犯についての最高裁判例がそうなっていて、法
案にも限定がないから 

○ 黙示の共謀 

○ 順次共謀 

○ 未必の故意による共謀等、全部含まれる 

※ 共謀共同正犯：複数名の共謀後、1名の実行で全員が正犯 



「共謀罪を限定した」はウソ (3) 

 「実行準備行為」が無限定！ 

法案には例示が挙がっているが、「その他」があるので意味がない 

理由：予備罪や抽象的危険犯の成立要件とされる一定の危険性を
備えないものが対象だから 
 

※ 最高裁判例は抽象的危険犯に関し、観念的な危険では足りず実
質的な危険がないと処罰できないとしている → 共謀罪の適用
例が出た場合、裁判で憲法違反性を主張できる 



 

事実に反する
内容が多々 

含まれて 

いるので、 

だまされては
いけない 

！！！ 



「共謀罪立法ができなければ国連条約を締結できない」＝ウソ 

 

ノルウェーとブルガリア
以外は、共謀罪立法なし
に条約を締結 
 

 2004年の国連「立法ガイ
ド」は、共謀罪立法が 

義務でないことを明言 

している 



2004年国連「立法ガイド」第51項：「共謀罪立法は義務でない」 

 Article 5 of the Convention recognizes the two main approaches 

to such criminalization that are cited above as equivalent. The 

two alternative options of article 5, paragraph 1 (a) (i) and 
paragraph 1 (a) (ii) were thus created to reflect the fact that 

some countries have conspiracy laws, while others have criminal 
association (association de malfaiteurs) laws.  

 The options allow for effective action against organized criminal 

groups, without requiring the introduction of either notion—

conspiracy or criminal association—in States that do not have the 
relevant legal concept.  … 



ひどいね 

毒物混入の準備に 

は殺人予備罪と 

毒物劇物取締法 

違反の罪が成立 
 

過去の議論は「立 

法ガイド」をふま
えていなかった 

もので、現在と 

事情が異なる 

「テロ対策に穴がある」＝ウソ 



「一般人には適用されない」＝ウソ 

 

ひどいね 

組織的犯罪集団は事前に指定・
認定されるものではなく捜査 

機関が判断 

「テロリズム集団その他」 

では限定にならない 

「準備行為」にも「その他」 

がついており無限定 



 

ひどいね 

法案の条文に 

限定の文言はない 
 

最高裁判例も限定
を否定している 

 

すでに監視は 

起こっている 



対象犯罪限定のウソ 

 

「組織的犯罪集団が関与するこ
とが現実的に想定されるもの」
に限定したのではなく、公権力
の私物化や汚職の罪を除外 

警察などの職権濫用罪・暴行
陵虐罪を除外 

公職選挙法違反・政治資金規
正法違反の罪を除外 

商業賄賂罪を除外 

マフィア対策条約である国連条
約との関係でも説明がつかない 



日弁連「いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改
正案の国会上程に対する会長声明」2017.3.31. 

 ①テロリズム集団は組織的犯罪集団の例示として掲げられているに
過ぎず、この例示が記載されたからといって、犯罪主体がテロ組織、
暴力団等に限定されることになるものではないこと、 

 ②準備行為について、計画に基づき行われるものに限定したとして
も、準備行為自体は法益侵害への危険性を帯びる必要がないことに
変わりなく、犯罪の成立を限定する機能を果たさないこと、 

 ③対象となる犯罪が277に減じられたとしても、組織犯罪やテロ犯
罪と無縁の犯罪が依然として対象とされていることから、 

 上記３点を勘案したとしても、日弁連意見書で指摘した問題点が解
消されたとは言えない。 



「オリンピックのためのテロ対策」＝ウソ 

オリンピック 

準備が進められ
ていたとき、 

法案は国会に 

提出された状態
にあった！ 

 2002年     法制審議会で検討 

 2003年 3月 第156回通常国会に法案提出（廃案） 

 2004年 2月 第159回通常国会に法案再提出（継続） 

 2005年 8月 衆議院解散に伴い廃案 

 2005年10月   第163回特別国会に法案提出（継続） 

 2009年 7月 衆議院解散により廃案 



「オリンピックのためのテロ対策」＝ウソ 

東京新聞 3/19 

 治安対策に関する政府の行動計画を、2003年、2008年、2013年のバー
ジョンのすべてにわたって調査した結果： 

 五輪開催決定を受けて13年12月に閣議決定した政府の治安対策に関

する行動計画「『世界一安全な日本』創造戦略」では、東京五輪を見据え
たテロ対策を取り上げた章に「共謀罪」創設の必要性を明確に記した文言
はない。……政府は治安対策に関する行動計画を03年に策定、08年、13

年に改定した。03年と08年でも「共謀罪」は……テロ対策の章には出て
こない。 



テロ対策立法はすでに完結 

 日本は国際条約や国連決議にはすべて対応ずみ 

国連国際組織犯罪防止条約が対象とする「組織的犯罪集団」は、 

「利得目的」で一定期間以上継続する「集団」 

 日本法におけるテロリズムの定義の例 

特定秘密保護法12条2項1号：「政治上その他の主義主張に基づき、国家
若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目
的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」 

 今般の修正後法案：「テロリズム集団その他」を書き加えただけ 

テロのための条文は1か条もない 



｢共謀罪法案に反対する刑事法研究者の声明｣2017.2.1. 

 日本刑法学会理事7名が呼びかけ、狭義の刑事法の専門家だけで161名が参加 
 

1. テロ対策の立法はすでに完了している 

2. 国際条約の締結に共謀罪立法は不要 

3. 現在、捜査権限が濫用されており、立法による権限の極端な拡大はさらなる
人権弾圧につながる 

4. 日本は劇的に治安が向上しており独自の組織犯罪対策もある  

5. テロの危険が高まったのは安保法制のせい 



テロの共謀は摘発できない → 日本人ばかりが対象に 

 使用言語の例 

 

 

 

 

 

日本の現状： 法廷通訳の確保が大変というレベル 

アラビア語
（西アジア） 

ベンガル語 

（バングラデシュ） 
ウルドゥー語
（パキスタン） 



なぜテロ「等」準備罪＝共謀罪 法案が復活？ 

 捜査情報の米国への横流しが目的？（スノーデン氏） 

 危険物を持たずにある場所に行く行為が「実行準備行為」なのか散歩なの
かの区別は、内心の目的のみ 

政権に不都合な活動が排除され、不都合な人間は監視下に 

不都合でない人間も警察の実績づくりの対象に 



神奈川新聞 

警察 

ヒマ？ 



捜査権限が広範に濫用されるおそれ 

 危険物の扱いはすでに現行法で処罰できる 

 共謀罪は、それ自体としては危険でない「準備行為」が対象で、無限定 

日常的行為や研究開発活動、表現活動の準備がすべて含まれる 

 危険物がないのに摘発するためには？ 

 → 通信傍受を広く用いるか、 

 → 証拠がなくても検挙するか しかない 

 法務大臣は通信傍受の対象とすることを否定せず 







大量免許
取消処分 
 
（そうもう 

 くっきの 

 かい） 



まとめ 

 すでにテロ対策の法律は十分にある 

 共謀罪立法による治安の向上はない 

 適用しようとすれば広範な人権抑圧に至る 

 通常の市民生活や、研究開発・表現活動にも影響 

 政府に敵対的でなく違法行為をしていない者も 

ターゲットとされるおそれ 

 テロ対策・オリンピックのためとは真っ赤なウソ 

 自分たちだけは対象外!? 恣意的な内容の法案を許すな 

 捜査機関は一般市民を弾圧せず、汚職を摘発すべき 

100%監視と 

粛正で 

犯罪のない 

社会に★ 



Thank you! 

  


